
都道府県等のＰＣＲ検査機能を地域の医師会等に委託するスキームについて

 感染者の拡大が続いている地域においては、帰国者・接触者相談センターの業務が増加しており、
ＰＣＲ検査を必要とする患者に適切に検査を実施する体制を早急に整える必要がある。

 地域の実情に応じて、行政と医師会等の関係団体と十分協議のうえ、地域の医師会等が運営する
帰国者・接触者外来（地域外来・検査センター）を設け、ＰＣＲ検査体制を増強する。

 委託費の２分の１は国が負担。
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